
労
働
時
間
は
法
律
（
労
働
基
準
法
）

で
「
１
日
８
時
間
、
週
40
時
間
」
と
定
め

ら
れ
、
違
反
者
は
「
６
カ
月
以
下
の
懲

役
」
な
ど
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
ま
す
。
使

用
者
は
労
働
者
の
安
全
配
慮
を
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
同

法
は
別
に
、
割
増
賃
金(

残
業
代)

を
支

払
う
こ
と
を
条
件
に
時
間
外
労
働(

残

業)

を
認
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
日

本
を
代
表
す
る
企
業
の
多
く
が
過
労

死
ラ
イ
ン
（
「
月
80

時
間
の
残
業
」
）
を

超
え
て
働
か
せ
て
か
せ
て
い
ま
す
。

制
度
の
対
象
は
、
「
高
度
の
専
門
的

知
識
、
技
術
又
は
経
験
を
有
す
る
」
職

種
で
「
年
収
１
０
７
５
万
円
」
と
な
っ
て
い

ま
す
。
年
収
１
０
０
０
万
円
以
上
は
役

員
を
除
く
と
約
20
万
人
（
国
税
庁
）
。

報
告
が
例
示
し
た
職
種
は
金
融
デ
ィ
ー

ラ
ー
、
金
融
商
品
開
発
者
、
ア
ナ
リ
ス

ト
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
研
究
開
発
者
で

約
10
万
人
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
花
形

職
種
が
先
行
し
、
銀
行
や
総
合
商
社
、

証
券
会
社
は
制
度
導
入
を
歓
迎
し
て

い
ま
す
。

報
告
は
労
働
者
代
表
の
「
反
対
」
意

見
と
と
も
に
、
使
用
者
代
表
の
「
幅
広

い
労
働
者
が
対
象
に
な
る
こ
と
が
望
ま

し
い
」
と
い
う
意
見
を
付
記
し
ま
し
た
。

使
用
者
側
と
し
て
、
将
来
は
全
労
働

者
を
対
象
に
す
る
考
え
を
表
明
し
た

も
の
で
す
。

ま
た
「
欧
米
に
比
べ
て
長
時
間
労
働

（
ダ
ラ
ダ
ラ
残
業
）
が
は
び
こ
り
、
生
産

性
が
低
い
」
と
し
て
、
成
果
主
義
賃
金
へ

の
全
面
転
換
の
口
実
に
し
て
い
ま
す
。

国
会
で
も
政
府
が
追
及
さ
れ
た
よ
う

に
、
日
本
の
年
間
残
業
時
間
は
１
８
２

時
間
と
異
常
な
長
時
間
労
働
の
原
因

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
イ
ギ
リ
ス

78
時
間
、
フ
ラ
ン
ス
55
時
間
、
ド
イ
ツ
53

時
間
。
制
度
導
入
を
推
進
し
て
き
た

産
業
競
争
力
会
議
の
民
間
議
員
、
長

谷
川
閑
史
氏
が
会
長
を
務
め
る
武
田

薬
品
工
業
の
残
業
協
定
は
１
２
０
時
間

と
断
ト
ツ
で
す
。
ま
さ
か
「
過
労
防
止
に

○
○
薬
」で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

報
告
は
長
時
間
労
働
防
止
策
と
し

て
、
有
給
休
暇
の
５
日
間
取
得
を
企

業
に
義
務
付
け
、
他
に
裁
量
労
働
制

の
拡
大
、
３
カ
月
単
位
の
フ
レ
ッ
ク
ス
タ

イ
ム
制
を
提
案
し
て
い
ま
す
が
、
「
効
果

な
し
」と
断
言
で
き
ま
す
。

長
時
間
労
働
の
原
因
は
、
「
増
え
る

一
方
の
仕
事
量
、
合
理
化
・
効
率
化
、

リ
ス
ト
ラ
で
減
る
一
方
の
人
員
」
に
あ

る
か
ら
で
す
。
労
働
者
に
は
、
こ
れ
に
ノ
ー

と
言
え
る
労
働
組
合
の
取
組
み
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

過
労
死
を
生
む
残
業
代
ゼ
ロ
制
度
。

安
倍
政
権
は
、
今
国
会
で
立
法
化
し
、

来
年
４
月
の
施
行
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

労
働
者
の
総
意
で
、
廃
案

に
追
い
込
み
ま
し
ょ
う
。
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労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
が
「残
業
代
ゼ
ロ
」を
制
度
化
す
る
報

告
を
厚
労
相
に
提
出
し
ま
し
た
。
８
年
前
の
第
一
次
安
倍
政
権
の
と
き
は
「ホ
ワ

イ
ト
カ
ラ
ー
・エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
」と
命
名
さ
れ
た
制
度
が
、
「高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

制
度
」に
名
を
変
え
て
再
登
場
し
ま
し
た
。
安
倍
首
相
の｢

岩
盤
規
制｣

の
撤
廃
の
目

玉
政
策
で
す
。
し
か
し
、
名
称
を
変
え
て
も
労
働
者
を
長
時
間
働
か
せ
、
残
業
代
は

支
払
わ
ず
、
過
労
死
を
野
放
し
に
す
る
制
度
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
労
働
者
の

命
と
健
康
の
た
め
に
断
固
「反
対
」し
、
制
度
化
を
阻
止
し
ま
し
ょ
う
。

過労死を生む「残業代ゼロ」に断固反対

あなたの「命と健康」がアブナイ！

2015年３月

2015年３月号

１
日
８
時
間
、
週
40
時
間

対
象
は
「
高
度
専
門
職
」

将
来
は
全
労
働
者
を
対
象

日
本
の
残
業
は
１
８
２
時
間

ノ
ー
と
言
え
る
労
働
組
合
を

労働



政
府
・自
民
党
は
２
月
９
日
に
「農
協
改
革
」

の
法
案
を
ま
と
め
、
安
倍
首
相
は
「
強
い
農

業
を
つ
く
り
、
農
家
の
所
得
を
増
や
す
」
の
が

農
協
改
革
と
し
、
今
国
会
で
同
法
の
成
立
を

め
ざ
す
と
し
ま
し
た
。

改
革
案
は
、
こ
れ
ま
で
60
年
間
手
付
か
ず

の
全
国
農
業
協
同
組
合
中
央
会
（
Ｊ
Ａ
全
中
）

の
監
査
権
限
の
撤
廃
、
社
団
法
人
化
、
し
か

し
、
こ
れ
は
始
ま
り
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
陰
に

財
界
や
米
国
な
ど
の
目
指
す
「
資
本
の
農
業

へ
の
自
由
な
参
入
」
が
透
け
て
見
え
ま
す
。

昨
年
５
月
に
提
出
さ
れ
た
政
府
の
「
規
制

改
革
会
議
」
答
申
に
、
農
業
生
産
法
人
へ
の
株

式
会
社
の
出
資
比
率
を
25
％
か
ら
50
％
を

可
能
と
す
る
文
言
も
あ
り
ま
す
。
す
で
に
大

手
商
社
や
ト
ヨ
タ
グ
ル
ー
プ
等
多
数
の
非
食

品
会
社
が
農
業
に
参
入
し
て
お
り
、
さ
ら
に

大
規
模
な
農
地
取
得
が
狙
わ
れ
て
い
ま
す
。

交
渉
中
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
経
済
連
携

協
定
）
で
は
、
米
国
や
多
国
籍
企
業
が
日
本

農
産
物
の
市
場
開
放
と
金
融
緩
和
（
Ｊ
Ａ
共

済
の
保
険
な
ど
45
兆
円
等
）
に
よ
る
市
場
参

入
を
う
か
が
っ
て
い
ま
す
。

た
し
か
に
日
本
農
業
に
は
改
革
の
余
地
が

あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
安
倍
首
相
や

米
国
に
委
ね
れ
ば
、
日
本
農
業
は
自
由
化
と

競
争
原
理
に
よ
る
弱
肉
強
食
市
場
と
化
し
、

農
業
の
基
礎
と
地
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
解

体
さ
れ
、
日
本
は
二
度
と
農
業
で
自
立
で
き

な
い
国
に
な
り
ま
す
。

安
倍
首
相
は
施
政
方
針
演
説
で
「
安
全
保

障
立
て
直
し
」
を
明
言
。
今
国
会
で
集
団
的

自
衛
権
行
使
に
伴
う
法
整
備
の
た
め
の
関
連

法
を
提
案
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
法
案
は
、
自

衛
隊
の
装
備
を
派
兵
、
攻
撃
型
に
変
え
、
い

つ
で
も
、
ど
こ
へ
で
も
出
撃
で
き
る
よ
う
に
す

る
も
の
で
す
。
自
衛
隊
は
今
や
周
辺
事
態
法

の
地
理
的
範
囲
を
無
く
し
、
条
件
付
き
の
後

方
支
援
か
ら
、
武
器
の
使
用
緩
和
、
燃
料
や

兵
員
の
輸
送
な
ど
を
可
能
と
し
て
事
実
上
、

戦
争
に
参
加
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
シ
ビ
リ
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
文
民
統
制
）

を
外
し
、
制
服
組
の
力
が
増
す
防
衛
省
設
置

法
の
改
悪
も
提
案
さ
れ
ま
す
。

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
敗
北
と
、
そ
の
教

訓
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
国
憲
法
。
そ
れ
は

「
国
民
主
権
」
「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」
「
絶
対

平
和
主
義
」
の
３
原
則
に
立
脚
し
、
21
世
紀

を
先
取
り
し
た
宝
物
で
す
。
し
か
し
、
安
倍

首
相
は
来
年
に
も
憲
法
改
悪
の
た
め
の
発
議

と
国
民
投
票
を
表
明
、
改
憲
の
危
機
は
加
速

し
て
い
ま
す
。
「
生
き
、
育
て
、
学
び
、
働
き
、

知
る
」
、
こ
う
し
た
諸
権
利
を
保
障
し
た
憲

法
を
変
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に

も
、
沖
縄
新
基
地
建
設
、
原
発
再
稼
働
、
社

会
保
障
切
捨
て
、
労
働
法
改
悪
、
秘
密
保
護

法
、
盗
聴
法
、
共
謀
罪
な
ど
、
憲
法
を
否
定

す
る
法
案
や
制
度
・
政
策
に
反
対
し
て
闘
い

ま
し
ょ
う
。

４
月
の
統
一
自
治
体
選
挙
は
国
政
と
不
可

分
の
選
挙
で
す
。
自
治
体
選
挙
で
改
憲
政
党

と
補
完
勢
力
を
地
方
議
会
で
減
ら
し
、
私
た

ち
の
声
が
届
く
議
員
を
増
や
し
ま
し
ょ
う
。
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４
月
の
自
治
体
選
挙
で
、
改
憲
勢
力
に
反
撃
し
よ
う
！

安倍首相の施政方針 戦後以来の大改革״

״

安
倍
首
相
は
２
月
12
日
の
衆
参
両
院
の
本
会
議
で
施
政
方
針
演
説
を
行
い
、
日
本
を
「戦
後
以

来
の
大
改
革
」の
断
行
を
宣
言
し
ま
し
た
。
演
説
は
「経
済
」か
ら
「女
性
活
躍
」「安
全
保
障
」な
ど

多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
そ
の
「大
改
革
」と
は
平
和
憲
法
３
原
則
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
法
律
や
制
度
を

悪
し
き
も
の
と
し
て
断
罪
、
破
壊
す
る
も
の
で
す
。
安
倍
首
相
が
唱
え
る
「戦
後
レ
ジ
ウ
ム
か
ら
の
脱

却
」「日
本
を
取
り
戻
す
」と
は
、
解
釈
改
憲
の
積
み
上
げ
と
、
明
文
改
憲
に
向
け
た
政
治
で
す
。

崖
ぷ
ち
に
向
か
う
平
和
と
暮
ら
し
。
国
会
内
外
で
の
攻
防
は
、
こ
れ
ま
で
に
比
し
て
私
た
ち
の
声

と
行
動
を
求
め
て
い
ま
す
。

安
全
保
障
政
策
の
根
本
見
直
し

い
つ
で
も
、
ど
こ
へ
で
も
自
衛
隊

憲
法
の
原
則
・
諸
権
利
を

自
治
体
選
挙
で
取
り
戻
そ
う
！

農
協
改
革
の
陰
に
大
資
本

競
争
原
理
で
農
業
を
食
い
物
に
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